14

　　沿　　　　　　　　　革

（商　工　部　門）

昭和２２年　８月１５日　　大阪府訓令第１５号にもとづき、経済部は廃止され、商工部、食糧部が設置された。


商工部は、商工課、日用品課、賠償課、物価課、権度課の５

　　　　　　　　　　　　　課で発足。

昭和２３年１１月１８日　　大阪府処務細則にもとづき、商工課、日用品課、物価課を商工第一課、商工第二課、価格金融課に改称。

昭和２４年　８月１２日　　大阪府処務細則にもとづき、賠償課は廃止。

昭和２５年　４月　１日　　大阪府処務細則にもとづき、商工経済研究所設置。

昭和２７年　９月　１日　　大阪府処務細則にもとづき、商工経済研究所は廨となる。

昭和２９年　８月　２日　　大阪府訓令第２１号にもとづき、価格金融課を金融課に改称。

昭和３３年　５月　１日　　大阪府訓令第７号にもとづき、商工第一課、商工第二課を振興課、工業課、通商課に再編成。また、権度課を計量課に改称。

昭和３６年　４月１５日　　大阪府訓令第１０号にもとづき、公害課を新設。

昭和４０年　４月　８日　　大阪府訓令第１２号にもとづき、振興課を商工総務課に改称。

昭和４１年　４月　５日　　大阪府訓令第８号にもとづき、計量課を計量安全課に改称。公害課は、企画公害課となる。

　　　　　　　　　　　　　大阪府規則第２０号にもとづき、計量検定所を設置。

昭和４２年　４月２４日　　大阪府訓令第２６号にもとづき、通商課を通商観光課と改称。

昭和４９年　４月　１日　　大阪府訓令第４号にもとづき、通商観光課を商業課と改称、振興課を新設。

　　　　　　　　　　　　　大阪府訓令第５号にもとづき、府民生活安定緊急対策室を新設。

昭和５１年１１月２０日　　大阪府訓令第７４号にもとづき、府民生活安定緊急対策室は廃止。


大阪府訓令第７０号にもとづき、生活環境部に


消費生活課が新設され、同課に統合
昭和５３年　４月　１日　　大阪府訓令第４号にもとづき、商工総務課、振興課、計量安全課の３課を経済振興課と指導課の２課に再編成し、計量安全課の計量関係業務を計量検定所に移管した。

昭和５６年　４月　１日　　大阪府訓令第１号にもとづき、国際交流課を新設。

昭和６２年　９月　１日　　大阪府立工業技術研究所等条例の一部を改正する条例（昭和６２年大阪府条例第７号）にもとづき、商工経済研究所、産業能率研究所、商工相談所は廃止、産業開発研究所を新設。

昭和６２年１１月　１日　　大阪府立工業技術研究所等条例の一部を改正する条例（昭和６２年大阪府条例第３０号）にもとづき、工業技術研究所、繊維技術研究所、貿易館は廃止、産業技術総合研究所、産業デザイン研究センターを新設。大阪府訓令第３９号にもとづき、国際交流課、旅券事務所を企画調整部に移管、ソフト産業振興課を新設。経済振興課、指導課を産業政策課、団体育成課に改称。

平成　８年　４月　１日　　大阪府立特許情報センター条例（平成８年大阪府条例第５号）にもとづき、特許情報センターを新設。


大阪府訓令第３号にもとづき、産業政策課、ソフト産業振興課、団体育成課を再編し、商工総務課、新産業振興課、立地経済交流課を新設。商業課を商業観光課に改称。

（労　働　部　門）

昭和２１年１２月２７日
　労働部設置

　　　　　　　　　　　　　労政課、職業課、監督課、給与課の４課で発足

昭和２２年　４月　８日
　労政事務所設置（府告示）

大阪城東、西野田、阿倍野、天満、浪速港、淀川、堺、岸和田、和泉大津、和泉佐野、布施、茨木、枚方、河内柏原、河内長野、池田　計１６所

昭和２２年　５月　２日
　職業課を職業安定課に改称


　　　　　　　　　監督課、給与課を大阪労働基準局へ移管

昭和２２年　８月１５日
　職業補導課新設

昭和２２年　９月２６日　　和泉佐野、河内柏原、河内長野、池田労政事務所を廃止し、古市労政事務所を新設

昭和２３年　１月
　失業保険室の設置

昭和２３年　７月　１日　　失業保険徴収課の新設

（失業保険室の昇格）

昭和２４年　１月１２日
　労政事務所を統廃合

城東、天満、浪速港、淀川、堺、岸和田、茨木、古市　計８所

昭和２６年　７月　２日　　岸和田、茨木労働セッツルメントを開設

昭和２６年　８月１５日
　労働セッツルメントを条例により設置

昭和２７年　６月１８日　　古市労政事務所を廃止し、長野労政事務所を設置、長野労働セッツルメント、堺労働セッツルメントを開設

昭和２８年　６月　１日
　城東労政事務所を廃止し、布施労政事務所を設置

昭和２８年　６月１９日
　布施労働セッツルメントを開設

昭和２８年１２月　１日
　失業保険徴収課を失業保険課に改称

昭和３０年１１月　１日
　天満、浪速港、淀川労政事務所を廃止

昭和３１年　４月　１日
大阪市東区に中央中小企業労働相談所を設置し、各労政事務所に中小企業労働相談所を併設

昭和３１年　９月　１日　　労政事務所を条例により設置

（布施、堺、岸和田、茨木、長野　計５所）
昭和３３年　７月　１日
　職業補導課を職業訓練課に改称

昭和３５年　９月　７日
　大阪市東区に勤労青少年ホームを開設

昭和３７年　３月　１日　　大阪市北区に北勤労青少年寮を開設

昭和３８年　８月１６日　　職業安定課を職業管理課、職業業務課の２課に分離独立

昭和３９年　５月　１日
　岸和田市に勤労婦人ホームを開設

昭和４０年　６月　１日　　布施勤労青少年寮を開設

昭和４１年　６月　１日
　市内東区の勤労青少年ホームを中央勤労青少年ホームと改称


　　　　　　　　　豊中勤労青少年ホームを開設　　　

堺勤労青少年寮を開設

昭和４２年　２月　１日　　布施、河内、枚岡三市合併により当該市所在出先機関名を東大阪と改称

昭和４２年　４月２４日
　職業業務課を職業業務課、職業対策課の２課に分離独立

昭和４２年１０月１６日
　阿倍野勤労青少年ホームを開設

昭和４５年　６月１３日
　東大阪勤労青少年ホームを開設

昭和４７年　８月　１日
　職業対策課内に特別対策室を設置

昭和４８年　４月　１日　　労政課を労政課、労働福祉課の２課に分離独立

　　　　　　　　　　　　　枚方労政事務所を設置

枚方労政事務所に枚方中小企業労働相談所を併設

枚方労働セッツルメントを開設

堺勤労青少年寮を廃止

北、東大阪勤労青少年寮の運営管理を委託

昭和４９年　２月１５日
　大阪市東区に職業病センターを開設

昭和５０年　４月　１日　　失業保険課を雇用保険課に改称

　　池田労政事務所を設置


　　　　　　　　　池田労政事務所に池田中小企業労働相談所を併設


　　　　　　　　　池田労働セッツルメントを開設

昭和６１年　４月　１日　　職業訓練課を能力開発課に改称

昭和６２年　３月３１日　　中央勤労青少年ホームを廃止

平成　元年　３月３１日　　東大阪、堺、岸和田、茨木、長野、枚方、池田労政事務所を廃止


中央、東大阪、堺、岸和田、茨木、長野、枚方、池田中小企業労働相談所を廃止

職業サービスセンターを廃止

東大阪、堺、岸和田、茨木、長野、枚方、池田セッツルメントを廃止

豊中、阿倍野、東大阪勤労青少年ホームを廃止

勤労婦人ホームを廃止

職業病センターを廃止

平成　元年　４月　１日　　労政課を労働政策課に改称


　　　　　　　　　中央、北大阪、東大阪、南大阪（泉南支所）労働事務所を設

置

平成　９年　３月３１日　　東大阪、南大阪労働事務所泉南支所を廃止

平成　９年　４月　１日　　労働福祉課を労働福祉推進課に改称

平成１２年　３月３１日
　職業管理課、職業業務課、職業対策課、雇用保険課を廃止
（商　工　労　働　部）

平成１２年　４月１３日　　　大阪府部制条例の一部を改正する条例（平成１２年大阪府条例第３９号）にもとづき、商工部と労働部を統合して商工労働部を新設。

大阪府訓令第２５号にもとづき、商工総務課と労働政策課を

再編し、商工労働総務課を新設。新産業振興課、立地経済

交流課及び工業課を再編し、商工振興室（経営支援課・新産業振興課・産業立地課）を新設。商業観光課を観光交流課に改称。労働福祉推進課を労政福祉課に改称。

雇用推進室（企画課・対策課）を新設。

平成１３年　４月　１日　　　大阪府立産業開発研究所及び大阪府立産業技術総合研究所条例の一部を改正する条例（平成１３年大阪府条例第３１号）にもとづき、産業デザイン研究センターを廃止し、その機能を商工振興室に統合。

　　　　　　　　　　　　　大阪府訓令第６号にもとづき、商工振興室の経営支援課、新産業振興課、産業立地課の３課を地域産業課、経営支援課、新産業課、産業立地課の４課に再編成。

平成１４年　４月　１日　　　大阪府訓令第４号にもとづき、雇用推進室（企画課・対策課）と労政福祉課を再編し、雇用推進室（労政課・雇用対策課・労働福祉課）に統合。

大阪府立産業開発研究所及び大阪府立産業技術総合研究所条例の一部を改正する条例（平成１４年大阪府条例第３６号）にもとづき、大阪府立産業技術総合研究所泉佐野技術センターを廃止し、その機能を本所に統合。

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府労働事務所設置条例の一部を改正する条例（平成１４年大阪府条例第３７号）にもとづき、中央、北大阪、南大阪労働事務所を再編し、総合労働事務所を新設。

平成１５年　３月３１日　　　大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例（平成１４年大阪府条例第１１２号）にもとづき、堺高等職業技術専門校を廃止。

平成１６年　３月３１日　　　大阪府立貿易専門学校条例を廃止する条例（平成１６年大阪府条例第５６号）にもとづき、貿易専門学校を廃止。

平成１６年　４月　１日　　　大阪府訓令第４号にもとづき、金融課を再編し、金融室（金融支援課・貸金業対策課）を新設。

平成１７年　４月　１日　　　大阪府訓令第１３号にもとづき、商工振興室（地域産業課・経営支援課・新産業課・産業立地課）の産業立地課を廃止し、商工振興室（地域産業課・経営支援課・新産業課）、企業誘致推進課を再編、新設。観光交流課を再編し、観光交流局（観光振興課・国際経済交流課）を新設。雇用推進室（労政課・雇用対策課・労働福祉課）と能力開発課を再編し、雇用推進室（労政課・雇用対策課・労働福祉課・能力開発課）に統合。

平成１８年　１月　１日　　　大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例（平成１７年大阪府条例第１２４号）にもとづき、南大阪高等職業技術専門校を新設。
平成１８年　３月３１日　　　大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例（平成１７年大阪府条例第１２４号）にもとづき、松原高等職業技術専門校を廃止。

平成１８年　４月　１日　　　大阪府訓令第１０号にもとづき、企画室からの一部業務移管の上、商工労働総務課、商工振興室（地域産業課・経営支援課・新産業課）、企業誘致推進課を再編し、産業労働企画室（総務企画課・企業誘致推進課・新分野育成課・科学・バイオ推進課）及び商工振興室（商業支援課・ものづくり支援課・経営支援課）を新設。なお、観光交流局（観光振興課・国際経済交流課）については、にぎわい創造部へ移管。

平成１９年　４月　１日　　　大阪府訓令第７号にもとづき、産業労働企画室の総務企画課、企業誘致推進課、新分野育成課、科学・バイオ推進課の４課を総務課、企画課、企業誘致推進課、バイオ・成長産業振興課の４課に再編成。

平成２１年　３月３１日　　　大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例（平成２０年大阪府条例第７２号）にもとづき、東淀川高等職業技術専門校を廃止。

平成２１年　４月　１日　　　大阪府訓令第６号にもとづき、産業労働企画室（総務課、企画課、企業誘致推進課、バイオ・成長産業振興課）を廃止し、商工労働総務課、企業誘致推進課、新エネルギー産業課、バイオ振興課を新設。また、商工振興室（商業支援課、ものづくり支援課、経営支援課）に経済交流促進課を新設し、商工振興室（経営支援課、商業支援課、ものづくり支援課、経済交流促進課）を再編。さらに、雇用推進室（労政課、雇用対策課、労働福祉課、能力開発課）の労働福祉課を廃止するとともに能力開発課を人材育成課に名称変更し、雇用推進室（労政課、雇用対策課、人材育成課）に再編。
平成２２年　４月　１日　　　大阪府訓令第６号にもとづき、金融室（金融支援課、貸金業対策課）を廃止し、金融支援課、貸金業対策課を新設。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府立産業開発研究所及び大阪府立産業技術総合研究所条例の一部を改正する条例（平成２１年大阪府条例第２１号）にもとづき、産業開発研究所を廃止し、その機能を商工労働総務課に統合。
平成２２年１２月３１日　　　大阪府立特許情報センター条例を廃止する条例（平成２２年大阪府条例第９３号）にもとづき、特許情報センターを　　廃止。

平成２４年　３月３１日　　　地方独立行政法人移行のため、大阪府立産業技術総合研究所条例を廃止する条例（平成２３年大阪府条例第１５３号）にもとづき、産業技術総合研究所を廃止。
平成２４年１２月　1日　　　大阪府立高等職業技術専門校条例等の一部を改正する条例（平成２４年大阪府条例第１４２号）に基づき、北大阪高等職業技術専門校を新設。

平成２５年　３月３１日　　　大阪府立高等職業技術専門校条例等の一部を改正する条例（平成２４年大阪府条例第１４２号）に基づき、守口高等職業技術専門校を廃止。

平成２５年　４月　１日　　　大阪府訓令第１１号にもとづき、企業誘致推進課、新エネルギー産業課、バイオ振興課を再編し、成長産業振興室（特区・立地推進課、新エネルギー産業課、バイオ振興課）を新設。また、商工振興室（経営支援課、商業支援課、ものづくり支援課、経済交流促進課）、金融支援課、貸金業対策課を再編し、中小企業支援室（経営支援課、商業・サービス産業課、ものづくり支援課、金融課）を新設。さらに雇用推進室（労政課、雇用対策課、人材育成課）の雇用対策課の名称を就業促進課に名称変更し、雇用推進室（労政課、就業促進課、人材育成課）に再編。
平成２６年　４月　１日　　　大阪府訓令第２６号にもとづき、特区・立地推進課を立地・成長支援課に名称を変更。また、バイオ振興課をライフサイエンス産業課に名称を変更。
平成３０年　４月　１日　　　大阪府訓令第４号にもとづき、立地・成長支援課と新エネルギー産業課を産業創造課と国際ビジネス・企業誘致課に再編。
平成３１年　３月３１日　　　大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例（平成３０年大阪府条例第９５号）にもとづき、芦原高等職業技術専門校を廃止。
令和　２年　３月３１日　　　大阪府訓令第１４号にもとづき、大阪府総合労働事務所を廃止。

令和　２年　４月　１日　　　大阪府訓令第２号にもとづき、労政課を労働環境課へ名称変更。
令和　３年　６月２１日　　　大阪府訓令第１４号にもとづき、協力金推進室を新設。

令和　５年　３月３１日　　　大阪府訓令第３号にもとづき、協力金推進室を廃止。

令和　５年　４月　１日　　　大阪府訓令第３号にもとづき、国際ビジネス・企業誘致課と商業・サービス産業課を国際ビジネス・スタートアップ支援課と商業振興課に再編。
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